
平 成 ２０ 年 ６ 月 記 者 懇 談 会 

 

日時 平成２０年６月２６日（木） 

                                午前１０時３０分 

                             場所  政策会議室 

 

１ 市長あいさつ 

 

 

２ 市政記者クラブからの質問事項                 （幹事社 東愛知） 

  今回はありません 

 

 

３ 市からの発表事項 

（１）しんしろ 山の湊 ふるさと寄附（ふるさと納税）について       （企画課） 

 

（２）Ｓバス西部線運行開始について                   （企画課） 

 

（３）ドイツ・ノイブルグにおける友好都市会議の出席について       （企画課） 

 

（４）高齢者保健福祉計画策定委員会の設置について          （介護高齢課） 

 

（５）新城納涼花火大会について                     （観光課） 

 

（６）民間による風力発電事業の展開について                （環境課） 

 

（７）「省エネナビ」モニターの募集について                （環境課） 

 

（８）マイバックモニターの募集について                  （環境課） 

 

（９）市民病院医師の異動について                  （病院総務課） 

 

 

４ 行事予定表 
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担当課・室・グループ名

担当者職・氏名

連絡先（電話）

連絡先（ＦＡＸ）

連絡先（Ｅメール）

件　名

平成２０年６月３０日（月）

Ｐ Ｒ 方 法 ： 市ホームページ（別添１参照、現在作成中）

チラシ配布（別途作成）

本市の制度の特徴 ：

そ　の　他　：

kikaku@city.shinshiro.lg.jp

Ｐ Ｒ 開 始 日 ：

内　　　容 　： 「地方税法等の一部を改正する法律」により、地方公共団体に寄
附した場合の個人住民税の優遇制度が拡充されたことから、本市
としてもこの制度を活用した「しんしろ 山の湊 ふるさと寄附」
を設定し、ＰＲを開始する。

ふるさと納税制度の概要は、別添２を参照。

① 寄附金の使い道として４つのメニューを設定し、寄附者に選択
してもらう。

② 寄附者には、広報紙「ほのか」など市の情報を提供する。
  （１年間を目途）

③ さらに、１万円以上の寄附者には、「設楽原歴史資料館」、
「長篠城址史跡保存館」、「鳳来寺山自然科学博物館」、「鳳来
ゆ～ゆ～ありいな」の入場券各２枚セットをお礼として進呈する
予定。

（新城市）

「しんしろ 山の湊 ふるさと寄附（ふるさと納税）」について

０５３６

０５３６

２３－７６２０

２３－７２９６

企画課

課長 熊谷　昌紀
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別添１ 
 

ホームページのイメージです。別途調製します。 

 

しんしろ 山
や ま

の湊
みなと

 ふるさと寄附
き ふ

 
～「ふるさと納税制度」を活用した寄附のご案内～ 

 

 

 

新城市では、ふるさとの森と水を守るための取り組みや、さまざまなまちづくりへの取

り組みにご協力いただく「しんしろ 山の湊 ふるさと寄附」の制度を設けております。 

多くの皆さまのご賛同、ご支援をお待ちしております。 

なお、この寄附金は、「ふるさと納税制度」により住民税と所得税の控除対象になります。 

 

○ 寄附金は．．． 

 

 

 

   ．．．のための事業 

   ．．．のための事業   に活用させていただきます。 

 

 

 

 

なお、１万円以上の寄附をいただいた方には、「設楽原歴史資料館」、「長篠城址史跡保

存館」、「鳳来寺山自然科学博物館」、「鳳来ゆ～ゆ～ありいな」の入場券各２枚セットを

お贈りします。新城市へ是非お越しください。 
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○ 寄附の手続きは．．． 

  寄附をしていただける場合は、「しんしろ 山の湊 ふるさと寄附申出書」に必要事項を

記入のうえ、郵便、ファックス、電子メールで郵送又は送信してください。（ホームペー

ジから直接申出書に記入し、送信することもできます。） 

 

 

「しんしろ 山の湊 ふるさと寄附申出書」（word 版） 

「しんしろ 山の湊 ふるさと寄附申出書」（PDF 版） 

「しんしろ 山の湊 ふるさと寄附申出書」（直接入力する方はここから） 

 

 

「寄附の流れ」 はこちらへ 

 

 

 

 

 

○ さらに詳しいことについては．．． 

 

 

 

 

 

 

○「ふるさと納税制度」とは．．． 
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しんしろ 山
やま

の 湊
みなと

 ふるさと寄附  申出書 

 

平成    年    月    日 

 

新 城 市 長  あて 

 

郵便番号      －       

ご住所                                             

お名前
ふ り がな

                                             

他の連絡方法（必ず記入をお願いします。） 

電話番号                                         

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
（ﾒｰﾙでの連絡を希望する方のみ､携帯ﾒｰﾙは不可）                        

 

下記のとおり新城市に寄附をしたいので申し出ます。 

 

記 

 

１  寄附金額                        円 

 

 

２  寄附の方法（いずれかに○を記入してください。） 

 

 

市の指定する金融機関(※)から送金する。 

後日、納付書を郵送いたします。手数料は不要です。 

（※）三菱東京ＵＦＪ銀行、愛知銀行、豊橋信用金庫、 

豊川信用金庫、愛知東農業協同組合 

 

ゆうちょ銀行又は郵便局から送金する。 

 

後日、払込取扱票を郵送いたします。手数料は不要です。 

 

 

現金書留で送金する。 

送金先：〒４４１－１３９２（住所の記入不要） 

新城市役所 企画課「ふるさと寄附」担当あて 

申し訳ありませんが、送金の費用はご負担願います。 
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３  寄附金の使い道の指定 

寄附金の使い道を指定したいときは、指定したい事業に○を記入してく

ださい。 

 

 ふるさとの森と水を守るための事業 

 ふるさとの福祉・健康の推進のための事業 

 ふるさとの観光・交流の推進のための事業 

 ふるさとの教育環境を充実させるための事業 

 

４  お名前などの公開 

あなたのお名前、ご住所（市町村名まで）を市のホームページなどで公

開してもよろしいですか？  どちらかに○をつけてください。 

 

 公開してもよい 

 公開を希望しない 

 

５  ふるさと情報の提供 

ふるさとの情報（最近の市の状況など）の送付を希望しますか？  どち

らかに○をつけてください。 

 

 希望する 

 希望しない 

 

６  新城市へのメッセージがありましたら、記入をお願いします。 

      

      

      

 

！！ ご注意ください ！！ 

・寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。新城市が、金融機関の口

座へ直接入金をお願いすることはありません。 
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しんしろ 山
やま

の湊
みなと

 ふるさと寄附  の流れ 
 

 

 

１  寄附の申し出 

 

 

① 「ふるさと しんしろ 寄附申出書」の提出 
（郵便、ファックス、電子メール、ホームページから直接） 

寄附者                                                          新城市 
郵送又は送信先： 

〒４４１－１３９２（住所の記入不要） 

新城市役所  企画課「ふるさと納税」担当あて 

電  話      ０５３６－２３－７６２０ 

ファックス  ０５３６－２３－７２９６ 

電子メール  kikaku@city.shinshiro.lg.jp 

 

 

 

 

２  寄附の送金 

 

（１）市の指定する金融機関から送金する場合 

 

 

② 納付書又は払込取扱票の送付 

 

寄附者                                                          新城市 

③ 市の指定する金融機関(※)から送金 

 

(※) 三菱東京ＵＦＪ銀行、愛知銀行、豊橋信用金庫、 
豊川信用金庫、愛知東農業協同組合、ゆうちょ銀行、郵便局 

 

 

 

 

（２）現金書留で送金する場合 

 

 

② 確認の連絡 

 

寄附者                                                          新城市 

③ 現金書留で郵送 

 
(注意) 上記①と同時でも可。この場合、上記②は省略いたします。 
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３  寄附金受領の証明書の受け取り 

 

 

 

④ 寄附金受領の証明書の送付 

寄附者                                                         新城市 
(注意) 三菱東京ＵＦＪ銀行、愛知銀行、豊橋信用金庫、 

豊川信用金庫、愛知東農業協同組合から送金の場合は 
上記③の時点で領収書をお渡しするため、あらためて 

市から証明書を送付いたしません。 

 

 

 

 

４  住民税の控除、所得税の還付のための申告 

 

 

⑤  上記④の領収書(又は証明書)を添付のうえ確定申告 

住所地の 

寄附者                                                          所 轄 

⑥  所得税の還付                      税務署 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦  住民税の控除（控除後の税額で翌年度課税）     住所地の 

 

市区町村 

連 

絡 
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別添２ 

ふるさと寄附（ふるさと納税制度）の概要 

 
 

１ 制度の概要 

平成２０年４月３０日公布された「地方税法等の一部を改正する法律」によ

り、地方公共団体に寄附をした場合の個人住民税の優遇制度が拡充された。  
個人住民税（市町村民税・県民税）の納税者が平成２０年１月１日以降、地

方公共団体（市区町村・都道府県）に寄附し確定申告を行うと、住民税の税額

控除と所得税の所得控除を合わせて、寄附額の５千円を超える部分について住

民税所得割の概ね１割を限度として、全額が軽減される。  
なお、寄附先の地方公共団体は全国どこの地方公共団体でもよい。  

 

２ 寄附による税の軽減額 

住

民

税  

次の①と②の合計額を税額から控除  
①住民税の基本控除分＝（地方公共団体への寄附金－５千円）×１０％  
②住民税の特例控除分＝（地方公共団体への寄附金－５千円）  

×[９０％－所得税の税率（０～４０％） ] 
ただし、②の額は住民税所得割額の１０％が限度  

なお、寄附金控除の対象となる寄附金額は総所得金額等の３０％が上限  
（寄附をした翌年度の住民税を軽減）  

所

得

税  

（地方公共団体への寄附金－５千円）を所得から控除  
つまり、この額に税率を掛けた額が所得税の軽減額  

なお、寄附金控除の対象となる寄附金額は総所得金額等の４０％が上限  
（寄附をした年の所得税を軽減）  

 

区   分 税制改正前 税制改正後 

控除方式 所得控除方式  税額控除方式  
適用下限額 100,000 円 5,000 円 

控除対象限度額 総所得金額等の２５％  総所得金額等の３０％  

控 除 率 
適用対象寄附金×税率

（１０％）の軽減効果  

地方公共団体への寄附金

のうち適用下限額を超え

る部分について、一定の

限度まで所得税と合わせ

て全額控除  
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３ 寄附による税の軽減の例 

 

給与収入      ：７００万円（夫婦子２人） 

所得税率      ：１０％ 

住民税所得割額：293,500 円(年額) 

の方が、新城市に 40,000 円を寄附した場合 

 
 
 

  
＜合計 35,000 円の税の軽減＞        ＜寄附者の実質的な負担額＞ 

（注）特例控除は、住民税所得割額の１割が限度（上記の場合 29,350 円） 

住所地の個人住民税軽減額 31,500 円 

（うち市民税 18,900 円、県民税 12,600 円）  
所得税  
軽減額  

（10％） 

3,500 円 

適用  
下限額  

 

5,000 円
特例控除(80％) 

28,000 円 

基本控除(10％) 

3,500 円 


